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I資料3

2-4．居住サポート住宅の計画の認定 《こ》

出典：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律

等について（令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会資料）

居住サポート住宅の概蔓 1 国土交通省と厚生労働省の共管 I~〗）
居住支援法人等※が大家と運携し、

①日常の安否確認、②訪問等による見守り
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスヘのつなぎを行う住宅（居住サポート住宅）を創設

居住サポート住宅 つなぐ福祉サービス（例）

佗，：．

※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、

居住支援法人以外でも可能

〔日常のサポート ） 

^ i連携
．＼^` 居住支援法人等

①ICT等による
安否確認

［翡：：］ ←;：］こ把ぉ握：ご二：
•福祉事務所 ・就労支援、生活保護の利用

：….............. ~-;;;,:~·················: 

［高齢者福祉 i………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
高齢者 ’ 

の相談窓口 ］ ．ホームヘルプ 、デイサーピス

口 ・市区町村長（福祉事務所設置）
等が国土交通省・厚生労働省の

共同省令に基づき、計画を認定

E •入居する要配慮者については認
定保証業者が家賃債務保証を原

則引受け
・入居者が生活保護受給者の場

合、住宅扶助費（家賃）について

代理納付を原則化

口 ・改修費、家賃低廉化等の補助

が援活生立
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※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配虜者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合

自立相談支援機関にて受け止め
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居住サポート住宅の利用イメージ 1国土交通省と厚生労働省の共管 lg
居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、本人、家族ともに安心して生活ができます。

また、大家が居住サポート住宅を供給するためにバリアフリー工事や防音・遮音工事を行う場合に、大家に対する改修費の補助があるほか、

低額所得者が入居し一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（※）があります

※ 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

-------------------------------―’ 
-------------------• : : i 入居者の心身•生活の状況の変化に i 

—· 認定事業者 一― I !応じて、必要な福祉サービスを受け i 
I --------- ; ...----1られるよう、相談先の情報を提供。 I 

ヽヽ 市町村、各種相談機 I 

＇ ム 関等において、福祉 ： 

＇ ＇ 
------------------・ --------

I I福祉サービスヘのつなぎ 1ピ‘’―`‘‘

：サービス等の利用を ： 
：含めて相談を受ける。 ：: ,  

援助実施者

＇ ＇ ＇ r-------------------------
i必要な場合は1日1回以上の
i等による安否確認と、月 1回以
i 上の訪問等による心身•生活の

ヽ

------------------_I 

要配虜者の抱える課題に応じたつなぎ先へ

r------------., 
0認定事業者が居住安定援助計画に記載した

つなぎ先（例）

市町村（障害福祉，富齢者，生活保醒•生活困窮）
I 

自立相談支援機関

！状況の確認を実施。 i 

＇ '-----------------------------• 
＂＇住宅確保要配慮者

I 
匹桐談支援センター・疇害春の委託祖談支援事業所 1 

＇ 
I 

＇ 
’‘  !9’,、グ ｀＾ ： r _______________,,- £.--―’ 
’ ’  i居住支援法人等によるサポート i―--
iがあるため、大家さんも安心。 i 

’ ’  
’―-------------------------' 

居住サポート住宅

［居住サポート住宅認定基準の概妻

指定特定相談支援事業者
I 

叩包括支撲センター 1 

＇ 福祉事務所 等 I 

：。一渾雑など、つなぎ先の判断

自立相談支撲機関にて受け止め

福祉サービス事業所疇 ＜：：ー；ー：ー~~:i
1 国土交通省と厚生労働省の共管 I ~翌 l

事業者・計画に関する主な基準

0事業者が欠格要件に該当しないこと

0入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限し
ないものであること

〇専用住宅（入居者を安否確認・見守リ福祉サービスヘのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮
者等に限定）を1戸以上設けること

※市町村及び都道府県が策定する賃貸住宅供給促進計画において、専用住宅戸数の基準の強化が可能

居住サポートに関する主な基準

〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉
サービスヘのつなぎ

・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の

安否確認を行うこと

・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身•生活
状況を把握すること

・入居者の心身•生活状況に応じて利用可能な福祉
サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応

じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

〇居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、
不当に高額にならない金額であること

※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービス

へのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安

定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

0規模：床面積が一定の規模以上※であること

※新築：25ポ以上、既存：18rri以上等

〇構造：耐震性を有すること（耐震性を確保する見
込みがある場合を含む）

〇設備：一定の設備（台所、便所、浴室等）を設置
していること

〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

※地方公共団体が供給促進計画で定めることで、

規模・設備の基準の強化・緩和が可能


